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豊川市建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 

１．目的 

豊川市が発注する工事の建設現場における施工状況の確認作業に、ＩＣＴ（映像及び音声

の配信・記録）を用いることで、発注者と受注者の作業効率を図ることを目的とする。なお、

本試行は今後の適正な取組に資するため、各課で取組効果の検証及び課題の抽出が期待で

きる工事を選定し、実施することができる。 

２．用語の定義 

（１） 動画撮影用のカメラ等

ウェアブルカメラ、マイク、スマートフォン、タブレット等の総称。

（２） Ｗｅｂ会議システム

Cisco Webex Meetings、Microsoft Teams、Skype for Business、Meeting

plaza、V-CUBE ミーティング、V-CUBE セミナー、Zoom ミーティング、Zoom ビデ

オウェビナー、その他発注者が認めるツールの総称。

（３） 遠隔臨場

動画撮影用のカメラにより撮影した映像と音声を、Web会議システムを使用し

て、「土木工事標準仕様書(愛知県建設局)」に定める「段階確認」、「材料確認」

及び「施工状況把握」を実施すること。参考１）なお、動画撮影用のカメラの使用

は「段階確認」、「材料確認」と「施工状況把握」だけではなく、現場不一致、事

故などの報告時でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的

に実施する行為を妨げるものではない。 

３．試行の実施 

試行は効果の検証及び課題の抽出が期待できる工事を対象とし【発注者指定型】【受注

者希望型】のいずれかにより実施する。 

【発注者指定型】 

 下記①、②の条件を満足した上で、③から⑤の条件にあてはまる工事を優先的に発注者

が選定し、発注時の特記仕様書に発注者指定型として記載するものとする。工事名の末尾

には「（遠隔臨場）」を明示する。ただし、受注後の協議により業務の効率化が困難と判

断した場合は、受注者は工事打合簿を提出し、試行を実施しないこととできる。参考２） 

① 段階確認、材料確認又は施工状況把握を、映像確認（把握）出来る工種の工事

② 通信環境が良好である現場の工事

③ 施工現場が遠隔地等であり、立会等を実施するにあたり、発注者が施工現場との往

復に多くの時間を要する工事 

④ 構造物等の立会頻度が多い工事
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⑤ 高所作業を含む工事

【受注者希望型】 

発注者指定型以外で、下記①、②の条件を満足し受注者が希望する工事とする。 

① 段階確認、材料確認又は施工状況把握を、映像確認（把握）出来る工種の工事

② 通信環境が良好である現場の工事

４．実施方法 

（１）事前協議

受注者は、施工計画書の提出に先立ち、遠隔臨場の適用を希望する段階確認、材

料確認、施工状況把握の項目、現場の通信環境、使用する機器とWeb会議システム

の仕様について「工事打合簿」により事前協議を行う。 

① 現場の通信環境の確認

受注者は遠隔臨場の実施現場において、使用する機器の通信状況について確認

する。 

② 遠隔臨場の実施回数

遠隔臨場の実施回数は、当面の間、「段階確認」、「材料確認」及び「施工状

況把握」回数の５割を上限とする。 

③ 使用する機種との仕様

発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を

使用する。受注者は、受注者が使用する表－１の仕様を満足する動画撮影用カメ

ラと、表－２の仕様を満足するWeb会議システムについて準備する。ただし、表

－１の動画撮影用カメラに関する仕様について、夜間施工等における赤外線カメ

ラや水中における防水カメラ等を使用する場合は、別途、発注者と受注者で協議

することとする。また、ヘッドマウントディスプレイ型のカメラを使用した場合

の移動は周辺や足下等の確認が困難なため、安全に十分配慮するものとする。 

表－１ 動画撮影用のカメラに関する仕様 

項目 仕様 備考 

映像 画素数：640×480以上 

※目的物の判別が可能な場合は、発注者と

受注者の協議の上、320×240以上でも可 

カラー

フレームレート※１：１５fps以上

※目的物の判別が可能な場合は、発注者と

受注者の協議の上、５fps以上でも可 

音声 マイク：モノラル（１チャンネル）以上

スピーカ：モノラル（１チャンネル）以上
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※１ フレームレート

動画において、単位時間に使用するフレーム数（コマ数）の数（静止画像

数）を示す数値。 

通常、１秒あたりの数値で表す。（単位：fps=Frame Per Second） 

数値が大きいほどなめらかな動画となる。 

表―２ スマートフォン向けのＴＶ電話やＷｅｂ会議システムに関する仕様 

項目 仕様 備考 

映像・音声 転送レート（VBR）：平均１Mbps以上 

④ Web会議システムの費用について

通信環境の整備・運用は受注者で行うものとする。Web会議システムの使用に

際し、発注者に通信費以外の費用が新たに生じないものとする。 

（２）施工計画書への記載と通信状態の確認

受注者は、事前協議で合意がなされた内容について、施工計画書「（６）施工方法

（ウ）監督職員による段階確認等」の確認方法に「遠隔臨場」と記載し、提出するも

のとする。参考３）また、受注者は、受注者側の動画撮影用のカメラと発注者側も含

めたWeb会議システムの通信環境について整備し、双方向の通信状態に問題ないこと

を確認する。 

（３）遠隔臨場の実施

① 実施日時等の事前通知

受注者は、施工計画で定めた遠隔臨場による段階確認、材料確認及び施工状況

把握の臨場日の３営業日前までに、監督職員へ電話やメール等により、下記事項

について確認を行う。 

・実施日時

・実施箇所（場所）

・必要とする資料

なお、監督職員による確認・立会の実施時間は、監督職員の勤務時間内とす

る。ただし、やむを得ない理由があり監督職員が認めた場合はこの限りではな

い。 

② 遠隔臨場の実施方法

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や

「使用材料」等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。記録にあた

り、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員による実施項目の確認を得ること。

終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員による実施項目の確認を得る

こと。なお、監督職員が十分な情報を得られなかったと判断した場合には、受注
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者にその旨を伝え、通常通りの臨場を実施する。 

③ 実施の記録と保存

受注者は、②の終了時に遠隔臨場が行われた証拠として、監督職員の画面を表

示させた状態でスクリーンキャプチャした画像データ（図－１）を情報共有シス

テム（ＡＳＰ）へ登録し保管する。ＡＳＰ対象工事でないものは、スクリーンキ

ャプチャした画像データ（図－１）をプリントアウトし提出すること。 

５．費用の計上 

 本試行に要する費用は、発注者指定型及び受注者希望型のいずれの場合においても、受

注者から請求があった場合に、工事実施に必要な施工管理費として、必要額を技術管理費

に積み上げ計上する。なお、特殊集計区分は「H：諸経費対象外」で計上すること。機器

の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上することとするが、やむを得ず購入する機

器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間割合を乗じた分を計上

することとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え

方とする。 

※耐用年数は、国税庁 HP の「耐用年数表」を参照のこと

例）カメラ：5 年 

ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 、 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ：5年ﾊﾌﾞ、ﾙｰﾀｰ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ、LAN ﾎﾞｰﾄﾞ：10 年

（参考：令和２年度） 

＜費用のイメージ＞ 

① 撮影機器、モニター機器の賃料(又は損料)

② 撮影機器の設置費(移設費)

③ 通信費

④ その他(ライセンス代、使用料等)

＜留意点＞ 
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従来の立会・確認に要する費用は、共通仮設費として率計上されているため、本試行にあ

たっては、従来の費用から追加で必要となる費用を計上すること。なお、費用の計上は、

受注者から見積りを徴収し対応すること。 

６．フォローアップ調査 

 本試行工事を通じた効果の検証及び今後の課題抽出のため、アンケート調査に協力する

こと。 

７．留意事項 

工事記録映像の活用に際しては、以下に留意する。 

① 受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を

説明し、承諾を得ること。

② 動画撮影用のカメラの使用は意識が対象物に集中し、足元等への注意が薄れ事故に

つながる場合があるため、撮影しながらの移動には十分に留意すること。また、作業

員のプライバシーを侵害する音声情報が配信される場合があるため留意すること。

③ 受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。

④ 受注者は、公的ではない建物の内部等見られることが予定されていない場所が映り

込み、人物が映っている場合は、人物の特定ができないように留意すること。

⑤ この要領によりがたい場合は、適宜発注者と受注者で協議すること。

８．その他 

① 監督職員の遠隔臨場時に、監督支援業務の立会を妨げるものではない。

② 要領の流れについては、フロー図を参考に実施すること。

③ 特記仕様書の記載方法

【遠隔臨場の試行対象工事 発注者指定型】 

本工事は、建設現場の遠隔臨場に関する「発注者指定型」の試行対象工事である。

実施にあたっては「豊川市建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき実施する

ものとする。 

④ 受注者希望型については特記仕様書には記載しないが発注者指定型と同様の取り扱

いとする。

９．工事成績評定の取り扱い

遠隔臨場を実施した場合は、発注方法に関わらず、創意工夫の「５．創意工夫」－

「施工関係」－「その他」において事例に「遠隔臨場」と記載して評価し０．４点の加

点とする。

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

附 則 

この要領は、令和８年５月２２日から施行する。
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工事発注・契約

事前協議 
（遠隔臨場の項目・機種･仕様・サービス）

フロー図

↓ ↓ 
要領 3 

↓ 
要領 3 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ ↓ 

↓ ↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

要領 ４（１）① 

要領 ４（１）②③④ 

要領 ４（２） 

要領 ４（３）① 

運 用 ４（１）③ 

要 領 ４（３）② 

要 領 ４（３）③ 

要領５  

要領６ 

受注者の実施項目 
発注者の実施項目 
発注者と受注者の実施項目 

発注方式の選択

遠隔臨場による段階確認等実施

完了検査

アンケート提出

発注者指定型

特記仕様書記載

タブレット使用

変更契約（必要に応じて）

PC使用 

受注者希望型

施工計画書提出

実施日時等の事前通知

通信状況確認

情報共有システムへ登録又はスクリーンキャプ
チャした画像データ（図－１）をプリントアウト
し提出

4027
線
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参考１）適用範囲についての解説 

（１）段階確認 

『土木工事標準仕様書』、「第１編 総則編 第１章 総則」、「1-1-22 監督職員による確認及

び立会等」に定める「段階確認の臨場」において「監督職員は、設計図書に定められた段階確認

において臨場を机上とすることができる。」事項に該当し、動画撮影用のカメラを用いて、その

内容について契約図書との適合を確かめる方法を記載したものである。なお、この方法は上記事

項に記載されている「受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けな

ければならない。」事項に該当するものである。動画撮影用のカメラを用いて、映像と音声の同

時配信と双方向の通信を行った場合で、監督職員が確認するのに十分な情報を得ることができ

なかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの段階確認を実施する。 

（２）材料確認 

『土木工事標準仕様書』、「第２編 材料編 第１章一般事項」、「第２節 工事材料の品 

質」の「1. 品質規格に関する資料の提出」及び「5. 見本・品質証明資料」による品質確認及

び現物による確認を記載したものである。現物による確認においては、動画撮影用のカメラを

用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行った場合で、監督職員が確認するのに十分

な情報を得ることができなかったと判断する場合には、受注者にその旨を伝え、通常通りの材

料確認を実施する。『土木工事標準仕様書』、「各編」、「各節 工場製作工」において、受注

者は鋼材に JIS マーク表示のないものについては、動画撮影用のカメラを用いて以下のとおり

確認するものとする。 

 • 鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等が添付されている 

ものについては、ミルシート等による品質確認及び現物による員数、形状寸法の確認 

• 鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能なもののうち、主要構

造部材として使用する材料については、機械試験による品質確認及び現物による員数、形

状寸法確認による材料確認 

• 上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認 

（３）施工状況把握 

『土木工事標準仕様書』、「第１編 総則編 第１章 総則」、「1-1-22 監督員による確認及

び立会等」に定める「施工状況把握の臨場」において「設計図書に定められた施工状況把握に

おいて、原則として臨場とする。」事項に該当し、この場合における監督職員が臨場にて行う

行為に動画撮影用のカメラを用いて、その内容について契約図書との適合を確かめる方法を記

載したものである。動画撮影用のカメラを用いて、映像と音声の同時配信と双方向の通信を行

った場合で、監督職員が確認するのに十分な情報を得ることができなかったと判断する場合に

は、受注者にその旨を伝え、通常通りの立会を実施する。 

（４）使用様式 

 あいち情報共有システムを利用する場合は、「豊川市情報共有運用ガイドライン」に定める 

様式を使用。その他は市様式による。 
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書 

工 事 打 合 簿 

発 議 者 □発注者 ■受注者 発議年月日 令和 年 月 日 

発 議 事 項 
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他（ ） 

工 事 名 ○○工事 遠隔臨場の試行対象工事 発注者指定型で実施しない場合、施工計画

を提出する前に、以下の内容を監督員あてに協議すること。 （内容） 

本工事で明示されている「遠隔臨場の試行対象工事 発注者指定型」について、下記の理由 

により、受発注者の作業の効率化を図ることが非常に困難であると判断したため、実施しない 

ことを協議する。 

（理由） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

受注者が社内で検討した結果、当該現場で遠隔臨場を実施することに 

支障となった理由を、具体的に記載し協議すること。 

理由記載例 

・現場の通信環境が悪く、実施が困難なため。

・夜間作業が多く、カメラ撮影が困難で、臨場可能回数が少なくなるため。

・・・等

添付図 葉、その他添付図書 

処

理 

・

回

答 

発 

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□ 

受理 

□その他（ ） 

します。 

令和 年 月 日 

受

注 

者 

上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□ 

受理 

□その他（ ） 

します。 

令和 年 月 日 

参考２） 

○設計書で「遠隔臨場の試行対象工事 発注者指定型」が明示された工

事において、受注者が遠隔臨場を実施しない場合

総括 

監督員 

主任 

監督員 

専任 

監督員 

現場 

代理人 

主任（監理） 

技術者 

監理技術者 

補佐 
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（６）施工方法

（ウ）監督員による段階確認等

a)下表に示す確認時期において、監督員による段階確認を受ける

種 別 細 別 項目 実施予定時期 
確認方法 

（臨場･机上、施⼯管理 

実施 
） 年月日 

舗装⼯  
（下層路盤⼯ ） 

プルーフローリ 

ング実施状況
プルーフローリ

ング実施時

舗装⼯ 路盤 
基準高さ、幅、 

厚さ、支持力 
遠隔臨場 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

遠隔臨場で使用する「記録」及び「配信」に係る機器と使用は以下のとおり。 

記録機器 項 目 仕 様 備 考 

i-Pad

映像 
画素数：640×480以上 

フレームレート：１５fps以上

カラー

音声 
マイク：モノラル（１チャンネル）以上

スピーカ：モノラル（１チャンネル）以上

配信システム 項 目 仕 様 備 考 

Zoom ミーティング 映像･音声 転送レート（VBR）：平均１Mbps以上 

遠隔臨場の実施方法は以下のとおり。 

・遠隔臨場の実施に先立っては、事前に監督員との双方向通信の状況確認を行う。

・監督員が現場における確認箇所の位置関係を把握できるようにするために、遠隔臨場の実施前に

現場周辺の状況を伝え、監督員の周辺状況の把握に努める。

・「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」等の必要な情報

について適宜黒板等を用いて表示する。記録にあたり、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督員

による実施項目の確認を得る。終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督員による実施項

目の確認を得る。

・遠隔臨場が行われた証拠として、終了時に監督員の画面を表示させた状態でスクリーンキャプ

チャした画像データを情報共有システム（ＡＳＰ）へ登録し保管する。ＡＳＰ対象工事でない

ものは、スクリーンキャプチャした画像データをプリントアウトし提出すること。

参考３） 施工計画書への記載例 



問１　以下の基本情報についてお答えください。

１．工事番号

２．工事名

３．工事場所

４．受注者名

５．回答者の年齢

問２　今回の試行で使用した機器等についてお答えください。

③ その他周辺機器等

使用機器等

アプリケーション等

機器等の

調達方法

②

建設現場における遠隔臨場に関するアンケート

　豊川市では、受発注者双方の業務効率化を図り、更なる建設現場の生産性向上を図るため、

建設現場における遠隔臨場の試行を実施しております。

　実際に本試行に携わった技術者又は現場代理人の方に対し、アンケート調査を実施させてい

ただき、今後の制度改善に向けた検討に活用したいと考えております。

　お手数ですが、以下の設問についてご回答いただきますようご協力をお願い致します。

　なお、アンケート結果は、取りまとめの上、個人を特定できる内容を除き、公表する場合が

ありますので、ご承知おきください。

動画撮影用のカメラ

(又はスマートフォン

等のモバイル端末)

①

概算費用製品名・アプリケーション名
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問３　遠隔臨場を実施した内容・回数についてお答えください。

回 回 回

回 回 回

回 回 回

回 回 回

回 回 回

回 回 回

回 回 回

問４　遠隔臨場を試行して、効率化が図れたと感じますか。また、その理由をお答えください。

　　　（１つ選択してください。）

１ 効率化されたと感じる

２ 今までと変わらない

３ 余分な作業が増えていると感じる

上記の理由

問５　遠隔臨場を試行して、苦労した点をお答えください。また、その理由をお答えください。

　　　（複数選択可）

１ 特に苦労した点はない

２ 機器等の調達

３ 施工計画書等の書類作成

４ 実際の現場での段階確認等の事前準備

５ 撮影の実施

６ その他 （ ）

上記の理由

（効率化が図れた内容や余分な作業などを具体的に記載願います。）

例）鋼矢板打込完了時

実施

回数
内容 内容

実施

回数
内容

段階確認 材料確認 立会

実施

回数
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１ 積極的に導入してもらいたい

２ 建設現場の改善のためには、やむを得ない

３ 導入してもらいたくない

上記の理由

１ 導入にあたって費用負担が大きい

２ 撮影時の安全性の確保（撮影や通話等に気をとられ、注意力が散漫になる等）

３ 遠隔臨場に関するＩＣＴ技術を活用できる技術者の確保

４ 監督職員や検査職員の理解不足（二重管理や書類作成の強要）

５ 工事規模や現場条件が適さないものがある

６ その他（具体的に記入してください）

問６　遠隔臨場を試行して、今後、改善が必要と思う点や課題等がございましたら教えてくだ

　　　さい。

問７　実際に遠隔臨場を試行してみて、今後の導入拡大についてどう思いますか。また、その

　　　理由をお答えください。（１つ選択してください。）

問８　今後、遠隔臨場の制度を改善していく上での問題点や課題等を教えてください。また、

　　　その理由もお答えください。（３つまで選択してください。）
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問９　遠隔臨場についての要望やご意見等がございましたら教えてください。（自由記述）

　本アンケートについては、工事完了後速やかにご回答いただき、次の提出先まで電子メー

ルで提出をお願いします。

　　提  出  先：豊川市  総務部 契約検査課

　　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：keiyaku@city.toyokawa.lg.jp

　　Ｔ  Ｅ  Ｌ：0533-89-2178

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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